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幼保連携型認定こども園 

生野フランシスコ学園 重要事項説明書  （２０２５年度） 

                              

教育・保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のと

おりです。 

  

１ 施設運営主体 

名  称 社会福祉法人 お告げのフランシスコ姉妹会 

所 在 地 東京都大田区久が原４－２－１ 

電 話 番 号 ０３－３７５１－１２３０ 

代表者氏名 理事長 田中 妙子 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 幼保連携型認定こども園 

施 設 の 名 称 幼保連携型認定こども園 生野フランシスコ学園 

施 設 の 所 在 地 大阪市生野区巽西１－３－２６ 

連  絡  先 電話番号０６－６７５７－５０９１ 

ＦＡＸ０６－６７５７－５５９０ 

管  理  者 園長 奥村 喜美 

対 象 児 童 満３歳以上の小学校就学前児童及び保育を必要とする 

満３歳未満の乳幼児 

認 可 定 員 ０歳児   ９人      １歳児   １８人 

２歳児  ２４人      ３歳児   ３０人 

４歳児  ３０人        ５歳児   ３２人 

１号認定 ３歳児２人  ４歳児２人  ５歳児３人 

利 用 定 員 満３歳以上の児童             ９９人 

満１歳以上満３歳未満の児童        ４２人 

満１歳未満の児童              ９人 

開 設 年 月 日 １９６７年９月１日 

２０１９年４月１日 幼保連携型認定こども園へ移行 

施設・事業所番号 ２７１００５１００６７２６ 

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.francisco.jp 

 

３ 施設の目的・運営方針 

  当園は、幼児期における教育・保育を、生涯にわたる人格形成の基礎を培う

重要なものであると位置付け、以下の運営方針に基づき、幼児教育・保育を 

  一体的に提供してまいります。 

様 式 例 

http://www.francisco.jp/
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 (1) 園児の健やかな成長が図れるよう、その心身の発達を助長するとともに、

必要に応じ、保護者に対して子育てに関する悩み・相談に対応できる体制を

構築します。 

 (2) 園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して環境にかかわりその

活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育

の環境を創造するよう努めます。 

  

４ 当園における施設・設備等の概要 

(1) 施 設 

敷 地 １，７３０．２９㎡ 

園 舎 

構 造 鉄筋コンクリート造 

３階建のうち１階、 ２階 

延べ面積 ９２０．５０㎡ 

園  庭 地上園庭７４８．６４㎡   

(2) 主な設備 

設備 部屋数 備  考 

乳児室 ２室 すみれ組・たんぽぽ組 

ほふく室 １室 ゆり組 

保育室 ５室 

なの花組（満２歳児クラス）、うめ組（満３歳児

２クラス）、もも組（満４歳児クラス）、さくら組

（満５歳児クラス）について各１室 

子育て支援相談室  1 室  

 調理室 １室  

調乳室 1 室  

エレベーター 1 基 ９人乗り 

５ 提供する幼児教育・保育等の内容 

  当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年３月３１日内

閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）を踏まえ、以下の幼児教育・保

育その他の便宜の提供を行います。 

 (1) 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

   下記８に記載する時間において、教育・保育を提供します。 

 (2) モンテッソーリ教育（３，４，５歳児混合保育） 

    リトミック・・・２歳児～５歳児 （２、３月は１歳児も参加） 

体操教室・・・・３歳児～５歳児 （３月に２回、２歳児も参加） 

体操クラブ・・・希望者のみ（実費で約６,３００円程かかります。） 

    楽器指導・・・・３歳児～５歳児 

 

 (3) 送迎 

 原則として保護者が付き添うものとする。 
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 ６ 職員の職種、員数及び職務の内容  （２０２５年 ４月１日現在） 

職 種 職務の内容 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に

対し法令等を遵守させるため必要な命令を行

うとともに、園児を全体的に把握し、園務を

つかさどる。 

１ １  

 

副園長 園長を助け、命を受けて園務をつかさどり、

園長に事故あるときはその職務を代理し、園

長が欠けた場合はその職務を行う。 

１ １  

 

主幹保育

教諭 

園長及び副園長を助け、命を受けて職務の一

部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつ

かさどる。 

２ １ １ 

 

保育教諭 教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、

記録及び家庭連絡等の業務を行う。 １８ １１ ７ 

 

栄養士 園児の栄養の指導及び管理をし、給食及びお

やつを調理する。 １ １  

 

調理師 栄養士の作成した献立に基づき、給食及びお

やつを調理する。当園の環境（主に畑や花壇）

の整備に努める。 

２ ２  

 

事務職員 当園の事務を行う。 

 
１ １  

 

 

当園では、「大阪市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２６年９月２２日大阪市条例第１００号以下「条

例」という。）の定める基準を遵守し、教育・保育の実施に必要な職員として、上

記の職種の職員を配置しています。 

＜各職種の勤務体系＞ 

職 種 勤務体系 

園長 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：００） 

副園長 正規の勤務時間帯（７：３０～１８：３０）交代制勤務 

主幹保育教諭 正規の勤務時間帯（７：３０～１８：３０）交代制勤務 

保育教諭 正規の勤務時間帯（７：３０～１８：３０）交代制勤務 

栄養士 正規の勤務時間帯（８：００～１６：３０）交代制勤務 

調理師 正規の勤務時間帯（８：００～１６：３０）交代制勤務 

※ ローテーションにより、保育教諭をはじめとする職員の勤務日及び勤務時間帯は異な

ります。 

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 
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７ 教育・保育を提供する日 

  お住まいの市町村から受けた支給認定区分ごとに、以下のとおり利用可能日

（休園日）が異なります。 

 

認定区分 対象者 休園日 

１号認定こども 満３歳以上の小学校就学前児

童のうち、２号認定こども以外

の児童 

土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始

（１２月２９日から１月５日）、春、

夏、冬期の長期休業日、停電を伴う点

検日 

２号認定こども 満３歳以上の小学校就学前児

童のうち、保育を必要とする児

童 

日曜日、祝祭日及び年末年始（１２月

２９日から１月５日）お盆（８月１３

日から８月１６日）年度末（３月２１

日）停電を伴う点検日 

３号認定こども 満３歳未満で保育を必要とす

る児童 

１月１７日（カトリック大阪高松大司

教区 幼児教育協議会 職員研修会） 

 

８ 教育・保育を提供する時間 

  お住まいの市町村から受けた支給認定区分ごとに、以下のとおり利用可能な

時間帯が異なります。 

   

認定区分 教育・保育時間 利用可能時間 

１号認定こども 教育標準時間（概ね６時間程度）          ９時００分～１５時００分 

２号認定こども 保育標準時間（最大１１時間） ７時３０分～１８時３０分 

３号認定こども 保育標準時間（最大１１時間） ７時３０分～１８時３０分 

２・３号認定こども 保育短時間（最大８時間） ８時００分～１６時００分 

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 

   保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、

７時３０分から１８時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となり

ます（実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要と

する時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。） 

     

(2) 保育短時間認定に係る保育時間 

 保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、

８時００分から 1６時００分までの範囲内で、保育を必要とする時間となり

ます（実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要と

する時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。） 

お盆 3 月末のお休みは、利用者全員が家庭保育可能な場合に限ります。 

就労等により家庭保育ができない場合は保育を提供いただく必要があります。 

延長保育

に関する

記載をし

てくださ

い 
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   なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合

は、７時３０分から８時００分まで又は 1６時００分から 1８時３０分までの

範囲内で、時間外保育を提供いたします（時間外保育の利用に当たっては、

通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります。） 

 

９ 食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギー対応状況及び栄養士の配置状  

  況 

 (1) 食事の提供方法 

   自園調理 アレルギー対応食 離乳食 

 (2) 食事の提供を行う日 

   保育を提供する日は、原則毎日食事の提供を行います。 

ただし、園外保育は弁当持参となります。また、運動会等の予備日、その 

他調理設備機器の故障により給食の実施ができない場合は、お弁当の依頼 

をお願いすることもあります。【１２月２８日（土）はお弁当持参になりま 

す。】運動会（３～５歳児）、クリスマス祝会（３～５歳児）、卒園式（５歳 

児）は、午前中で終了となり、保育・給食はありません。 

   ※ ０～２歳児に関しては、終日保育はありません。 

 

  児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

０歳児 水分       １１時頃 １５時頃  

１歳児 水分       １１時頃 １５時頃  

２歳児 水分       １１時頃 １５時頃  

３歳児  １１時２０分頃 １５時頃  

４歳児  １１時２０分頃 １５時頃  

５歳児  １１時２０分頃 １５時頃  

  ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

 

 (3) アレルギー対応状況 

   除去食及び代替食に対応 

   食物アレルギー対応マニュアル有 

  ※ 食物アレルギー等、体質に合わない食材があれば事前にご連絡下さい。 

    アレルギーによって対応できない場合もあります。 

 (4) 栄養士の配置状況 

職務の内容 員数 常勤 非常勤 備考 

園児の栄養指導及び管理 １ １   

   

10 利用料金 

 (1) 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

短時間認定の場合、その認定時間以外の保育は延長保育対応となります。 
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   支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める利用者負担額（月額）

を当園にお支払いしていただきます。（０歳児～２歳児） 

 (2) 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

   (1)に掲げる利用者負担額のほか、別表に掲げる費用を負担していただきま 

す。お支払方法については、別途お知らせします。 

 

11 特別支援教育・障がい児保育の取組状況 

  地域社会の中で、障がいのある子どもとない子どもが共に育ち合うことを基

本的な考え方として特別支援教育・障がい児保育を行っています。 

 

12 利用の開始に関する事項 

   (1) １号認定こども 

     当園が入園希望者との面談により入園決定し、支給認定を受けた保護  

 者が本重要事項説明書等に同意され、契約締結後に教育・保育の提供を

開始します。 

(2)  ２・３号認定こども 

区保健福祉センターの利用調整に基づき当園に入園決定され、支給認

定を受けた保護者が本重要事項説明書等に同意され、契約締結後に教

育・保育の提供を開始します。 

 

13 利用の終了に関する事項 

   当園は、以下の場合には教育・保育の提供を終了します。 

  (1) 園児が小学校に就学したとき 

  (2) 子ども・子育て支援法第２４条第１項第２号又は第３号の規定により支

給認定が取り消されたとき 

  (3) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

14 学校医 

   当園は、以下の医療機関と学校医契約を締結しています。 

 (1) 内科、小児科 

医療機関の名称 深江こどもクリニック 

医院長名又は医師名 院長 中村 美奈子 

所  在  地 大阪市東成区大今里南５－１－１０ 

電 話 番 号 ０６－６２２４－３４５５ 

 (2) 歯科 

医療機関の名称 近藤歯科クリニック 

医院長名又は医師名 近藤 励幾 

所  在  地 大阪市生野区巽東１丁目１－３８ 

電 話 番 号 ０６－６７５７－８２４９ 
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（3） 生野区薬剤師協会 

       薬剤師   仲谷 純子  

15 緊急時の対応 

   お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護

者の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

・深江こどもクリニック・・・東成区大今里南５－１－１０   

☎ ６２２４－３４５５ 

 ・松岡クリニック・巽西１－２－１２       ☎ ６７５８－３３４７ 

 ・アエバ外科病院・勝山南４－６－５       ☎ ６７１５－０７７１ 

 ・近藤歯科クリニック・巽東１－１－３８     ☎ ６７５７－８２４９ 

 ・山口眼科・・・・田島６－６－１７       ☎ ６２２４－４７４７ 

 ・まつもと眼科・・勝山北５－２０－２０     ☎ ６７１８－１８４５ 

 ・橋本クリニック・巽中２－２５－２８      ☎ ６７５５－１５３３ 

 ・生野中央病院・・中川５－４－２        ☎ ６７５１－３７３１ 

 

16 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有  ・非常警報装置   有 

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  無 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

17 虐待の防止のための措置に関する事項 

  職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

 (1) 年に１回職員に対して虐待防止研修を実施 

 (2) 虐待対応マニュアル及び懲戒権濫用（体罰）防止マニュアルの作成、運用 

 

18 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  牧浦 智子  松本 増美 

・ご利用時間  ９：００～ １８：００ 

・電話番号   ０６－６７５７－５０９１ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０６－６７５７－５５９０ 

 担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 近藤 遒 
電話番号 ０６－６７６１－１１７１ 

役職・肩書等 大阪市私立保育連盟 会長 

  ※ 当園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。 

  ※ 苦情解決の実績等はホームページに掲載しています。 
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19 利用者に対しての保険の種類・保険内容・保険金額 

   当園では、以下の保険に加入しています。 

保険の種類 日本スポーツ振興センター・園児、職員事故対策共済 

東京海上日動火災保険・損害保険ジャパン 

ＡＩＧ保険（希望者のみ） 

保険の内容 事故やけが等 

保険金額 計 １７億４,８００万 円 

 ※詳しくは、別途配布する「ＡＩG 保険のしおり」を御確認ください。 

 

20 園児の利用状況（毎年度５月１日現在） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

０歳児 ４人 ６人 ２人 

１歳児 １８人 １６人 １６人 

２歳児 ２４人 ２４人 ２２人 

３歳児 ３２人 ３０人 ２６人 

４歳児 ３２人 ３０人 ２９人 

５歳児 ３１人 ３０人 ３０人 

 

21 第三者評価の受審、自己評価の実施状況 

  項 目 受審、実施状況 受審、実施結果 

第三者評価受審状況 無 無 

自己評価の実施状況 毎年度実施 令和５年度・・・年１回実施 

 

 

22 子ども・子育て支援法第 39 条第３項、第５項の規定により公表・公示された 

  旨（適正運営をしていない等により大阪市長より勧告、命令等を受け、その 

  旨の公表、公示された事実の有無）  なし 

 

23 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動、政治活動、 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者

に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご

遠慮ください。 

細則「生野フランシスコ学

園のしおり」 

重要事項説明書に記載されていない細則につい

ては「生野フランシスコ学園のしおり」にした

がって、教育・保育の提供をおこなってまいり

ます。必ずお読み下さい。 

 

 

直近 3 カ年の５月 1 日の利用状況を記載 直近 3 カ年の５月 1 日の利用状況を記載 



9 

別表 

１ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 

認定を受けたこど

もに係る費用 

幼児主食費 

幼児副食費 

月額 ２,０００円 

月額 ４,５００円        

絵本代 ５歳児・・・２冊 

４歳児・・・２冊 

３歳児・・・２冊 

２歳児・・・１冊 

月額 ９９０円 

月額 ９２０円 

月額 ９４０円 

月額 ４６０円 

多尐、金額に前後があります 

教材費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

遠足代（春） 

遠足代（秋） 

 

 

 

キッザニア 

 

遊び着 

 

 

５歳児・・・・・・・・・・・・・ 

 

５歳児（アルバム代）・・・・・・ 

５歳児（鼓隊の服のクリーニング） 

５歳児（卒園遠足）交通費他 

 

 

４歳児・・・・・・・・・・・・・ 

 

３歳児・・・・・・・・・・・・・ 

 

２歳児・・・・・・・・・・・・・ 

 

０・１歳児・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

バスを利用した場合（４～５歳児） 

バスを利用した場合（３～５歳児） 

 

 

 

５歳児 

 

全園児 

 

 

年額 ４,２３０円 

（新入・・９,１５０円） 

月額 ５００円 

９３０円 

６００円 

多尐、金額に前後があります 

 

年間 ４,８５０円 

（新入・・７,９３０円） 

年間 ６,９２０円 

（新入・・７,６４０円） 

年間 ３,８２０円 

（新入・・４,６２０円） 

年間 ４,５３０円 

（新入・・５,３３０円） 

多尐、金額に前後があります 

 

 

 

３,０００円 

３,０００円 

多尐、金額に前後があります 

 

 

６,５００円（バス代込み） 

 

（100～130）２,１９０円 

（140～150）２,６３０円 
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カラー帽子 

 

かばん 

 

体操服（半袖上着） 

 

 

 

体操服（半ズボン） 

 

 

 

体操服（長袖上着） 

 

 

 

体操服（長ズボン） 

全園児 

 

新３歳児・４，５歳児新入 

 

新３歳児・４，５歳児新入 

 

 

 

新３歳児・４，５歳児新入 

 

 

 

新４歳児・５歳児新入 

 

 

 

新４歳児・５歳児新入 

 

 

１,０９０円 

 

３,８５０円 

 

（100～130）１,３００円 

（140）１,４３０円 

（150）１,５６０円 

 

（100～130）１,２５０円 

（140）１,３７０円 

（150）１,５００円 

 

（110～130）２,８５０円 

（140）３,１３０円 

（150）３,４２０円 

 

（110～130）３,０５０円 

（140）３,３５０円 

（150）３,６６０円 

※ 当園は、上記費用の支払を受けた場合は、領収証を交付いたします。 

２ 時間外保育に係る利用者負担（保育短時間認定の方） 

  ・当園との保育必要時間決定承認書に承認した時間を超えた場合に料金が発 

生します。 

  （例）① １６：００～１６：１５・・・・・２００円 

       １６：００～１６：３０・・・・・４００円 

       １６：００～１６：４５・・・・・６００円 

       １６：００～１７：００・・・・・８００円      

       １６：００～１７：３０・・・・・１２００円 

       １６：００～１８：００・・・・・１６００円 

       １６：００～１８：３０・・・・・２０００円      

       

      

     ② 早朝７：３０～８：００登園について（保育短時間認定の方） 

       当園との保育必要時間決定承認書に承認した時間以外は、料金が 

発生します。 

（例）７：３０から登園・・・・・４００円 

   ７：４５から登園・・・・・２００円 

 

保育必要決定承諾書に承認した時間は、必ず守るようにお願いします。 


